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求人企業合同説明会

ガラスエ芸体験工房
ガラスエ芸体験　参加者募集

第36回青少年交流キャンプ
参加者募集

鳩山町シルバー人材センター
 平成27年度第１回入会説明会

県立日高特別支援学校
 ボランティア養成講座

参加者募集

西入間広域消防組合
 ｅラーニング

普通救命講習会（実技）

国営武蔵丘陵森林公園
水遊び場オープン中

里親入門講座多世代活動交流センター
 美術・出土品展示室

県立毛呂山特別支援学校
 第１回学校公開

県立日高特別支援学校
 学校公開

大豆・ニンジン
栽培教室 参加者募集

埼玉県内市町村職員採用合同説明会

　自分で育てた大豆や、料理に
欠かせない甘くておいしいニン
ジンを作ってみませんか。
内容：①大豆栽培教室　②ニン
ジン栽培教室　日時：①播種 =
７月１日（水）午前９時から（１
時間 30 分程度）　②畑づくり
= ７月１日（水）午前 10 時 30
分から　播種 = ７月６日（月）
午前９時から　場所：農村公園
体験農園　参加費：① 1,500 円　
② 1,000 円（いずれも当日集金）　
定員：各 20 人（定員を超えた
場合は抽選）　申込期間：６月
18 日（木）～ 24 日（水）（土・
日曜日は除く）　抽選発表：６
月 25 日（木）・26 日（金）　申込・
問合せ：役場産業振興課 地域
活性化担当☎ 296－5895

日時：毎週土曜日　午前 10 時～
正午（予約制）　場所：多世代活
動交流センター　費用：とんぼ
玉（２個）　1,000 円　グラス絵
付け（１個）　800 円　問合せ：
はとやまがらす事務局 金子☎
296－4812（留守番電話にお名前と電話番号

を入れていただければ、折り返しご連絡します。）

　子育てや里親に関心のある方
はぜひご参加ください。
対象：県内にお住まいの方で里
親制度に関心のある方　日時：
７月５日（日） 午後２時～４時　
場所：川越児童相談所 大会議室　
内容：①里親養育体験談、②里
親制度説明、③個別相談　費
用：無料　定員： 40 人（申込順）　
申込・問合せ：６月１日（月）よ
り川越児童相談所（☎ 049－223
－4152）へ電話にてお申し込みく
ださい。

内容：【①美術展示室】鳩山町
所蔵版画展～版画で旅する古
都【②出土品展示室】鳩山窯跡
群～ 25 年を過ぎて振り返る大
発掘　開室日：土・日曜日、祝
日を除く平日　開室時間：午前
９時～午後５時（入室は午後４
時 30 分まで）　費用：無料　問
合せ：町教育委員会生涯学習課 
文化財分室☎ 296－3862

対象：本校に入学、転学を考え
ている方、保護者、幼稚園、保
育園、関係者、本校の教育に関
心のある方、その他学校教育関
係者など　日時：７月１日（水） 
午前９時 30 分～正午　内容：
学校概要説明、授業・学校見学、
懇談、質疑応答　場所・問合せ：
県立毛呂山特別支援学校☎ 294
－7200（駐車場は校内をご利用
ください。）

対象：特別支援教育（肢体不自
由）に関心のある方　日時：６
月 16 日（火） 午前 10 時～午後
０時 50 分（受付は午前９時 45
分から）　※申込不要　内容：
学校概要説明、校内見学、質疑
応答、給食指導見学　場所・問
合せ：県立日高特別支援学校☎
042－985－4391

　入場料無料、予約不要、入退場
自由で人事担当者から市町村の特
色や職員の募集状況、勤務条件、
仕事の内容などについて直接話し
を聞くことができます。採用試験
や面接試験の場ではありません。
※ ホ ー ム ペ ー ジ （http://www. 
hitozukuri.or.jp/navi/event/）から
も詳しい情報がご覧いただけます。
対象：市町村職員を志望する方（保護者など、どなたでも参加可）　
日時：７月９日（木） 午後１時～６時（入場は午後５時まで）　場所：
さいたまスーパーアリーナ　問合せ：彩の国さいたま人づくり広域
連合　人材開発部 市町村職員担当☎ 048－664－6681

　入場料無料、予約不要、入退
場自由で採用担当者と直接話し
ができます。来場者全員に「参
加企業一覧」を配布します。
対象：平成 28 年３月大学・短大・
専門学校卒業見込の方、１～３
年以内の既卒者の方　日時：６
月 25 日 （木）午後１時～４時

（受付は正午～午後３時 30 分）　
場所：大宮ソニックシティビル
４階市民ホール　持ち物：履
歴書複数枚　参加企業：ウェブ
サイト（http://www.kotaikyou-
saitama.ne.jp/）に掲載　問合
せ：埼玉県雇用対策協議会☎
048－647－4185

　健康で働く意欲のある方、60
歳以上の町内在住の皆さま、一
緒に働きませんか。
日時：６月 22 日（月） 午後１
時 30 分から　場所：鳩山町多
世代活動交流センター（旧松栄
小学校）内　事務所会議室　問
合せ：鳩山町シルバー人材セン
ター☎ 296－6216

　水深５～ 30cm の「巨大じゃ
ぶじゃぶ池」が西口エリアにオー
プンしています。（10月中旬まで）
※ご利用には公園入園料等がか
かります。　問合せ：同園管理
センター☎ 0493－57－2111

税務職員採用試験
　税務署や国税局で「税のスペ
シャリスト」として勤務する税務
職員（国家公務員）を募集します。
受験資格：①平成 27 年４月１
日において高校または中等教育
学校を卒業した日の翌日から起
算して３年を経過していない者
および平成 28 年３月までに高
校または中等教育学校卒業見込
みの方、②人事院が前述①に準
ずると認める方　試験日：【第１
次試験】９月６日（日）　【第２
次試験】10 月 14 日（水）～ 23
日（金）で指定する日（※試験
程度は高等学校卒業程度）　申
込：６月 22 日（月）午前９時～
７月１日（水）の間に、原則イン
ターネット（http://www. jinji-
shiken.go.jp/juken.html）で受付。
※インターネット申込ができない
場合のみ、６月 22 日（月）～ 24
日（水）の間に郵送または持参
も可。　問合せ：【インターネッ
ト申込みに関すること】人事院人
材局試験課☎ 03－3581－5311（内
線 2332）【上記以外に関するこ
と】関東信越国税局人事第二課
試験係☎ 048－600－3111（内線
2097）

　富士山麓の自然豊かなキャン
プ場で、全国から集まる青少年
が野外活動を共にしながら友情
を深め、さまざまな体験を通して

「仲間作り」や「チャレンジ」の
大切さなどを学びます。
期間：８月３日（月）～６日（木） 
３泊４日　場所：静岡県立朝霧
野外活動センター　定員：日本
人 80 人、外国人 20 人　対象：
小学３年生～中学３年生　内容：
富士登山、テント生活体験、野
外炊飯体験、キャンプファイヤー、
野宿体験など　参加費：49,000
円（東京駅出発の場合。詳細は
お問い合わせください。）　説明
会日時 :６月 21日（日）（東京会場）　
申込期限：７月10 日（金）　申込・
問合せ：公益財団法人 国際青少
年研修会☎ 03-6417-9721（メール：
info@kskk.or.jp）

　「肢体不自由児の介助」に関す
るボランティア養成講座です。
日時：６月 23 日（火）・24 日（水）  
午前９時～午後４時20分　内容：
講義「本校の現状と児童生徒の
実態」「ボランティアの心構えと
活動事例」、実習「介助ボラン
ティア体験」、実技「障がい者ス
ポーツ体験」　費用：無料　申込：
６月 16 日（火）までに下記まで　
場所・問合せ：県立日高特別支
援学校☎ 042－985－4391

日時：７月 12 日（日） 午前９時
～ 11 時　場所：西入間広域消防
組合 消防署（毛呂山町）　費用：
200 円（テキスト代含）　 定員（先
着順）：20 人　申込：６月１日（月）
～ 30 日（火）までに、消防署ま
たは各分署まで。※事前に西入
間広域消防組合ホームページで
e- ラーニング（約 60 分）を受講し、
当日受講証明書を持参してくだ
さい。　問合せ：西入間広域消
防組合消防署☎ 295－0119、鳩山
分署☎ 296－0119、越生分署☎
292－4119
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相　談 お知らせ
おしらせのページ

　総務省では、６月１日～ 10 日
までを「電波利用環境保護周知
啓発強化期間」として、電波の
正しい利用の周知・啓発活動お
よび不法無線局の取締りを強化し
ます。
　ルールを守らない不法な無線
局は、警察・消防・救急用無線
などの人命に関わる重要な無線に
影響を与えるなど、私たちの生活
や安全をおびやかします。電波の
ルールはみんなで守りましょう。
問合せ：関東総合通信局【不法
無線局による混信・妨害】☎ 03
－6238－1939　【テレビ・ラジオ
の受信障害】☎ 03－6238－1945　

【地上デジタルテレビ放送の受信
相談】☎ 03－6238－1944

不法電波から
暮らしを守れ！

町税は納期限までに納付を
口座振替が便利・コンビニでも納められます

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請の受付開始

　農業に興味がある！農業を始
めたい！農家になるための方法
を知りたいなど、初歩的な内容
から、栽培品目や販路などの具
体的な内容まで、幅広くご相談
ください。
期日：７月４日（土）　相談時
間： 午前９時 30 分～正午（受
付は午前 11 時まで）　場所：鳩
山町農村活性化施設「まつぼっ
くり」研修室　（農村公園内）　
費用：無料　申込・問合せ：６
月 26 日（金）までに役場産業
振興課 農業政策担当まで。☎
296－5895

　相続や遺言、各種許認可申請
などのお悩みに、行政書士が無
料で相談に応じます。
日時：６月 18 日（木）　午前９
時～正午　場所・問合せ：鳩山
町商工会☎ 296－0591

　町税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくもので
す。町税を納期限までに納めないと、納期限までに納めた方との公
平性を保つために、本来納める本税のほかに、延滞金もあわせて納
めていただくことになります。また、督促状や催告書を送付しても
納めていただけない場合、滞納処分を受けることもあります。
　町税の滞納は、町税を納めた方が不利益を受けるばかりでなく、
滞納に係る町税を徴収するため、町の貴重な財源が使われることに
もなりますので、必ず納期限までに納めるようにしてください。
　納付場所は、役場や東出張所の他、各金融機関、コンビニエンス
ストアで納めることができます。
　なお、忙しくて納期ごとに納める時間がなかったり、うっかり納
期限を忘れてしまったりすることがないように、便利で安全な口座
振替をお勧めします。
　一度手続きを行えば、翌年度以降も自動的に継続されます。口座
振替は、指定金融機関等の窓口でお申し込みできます。
問合せ：役場税務課☎ 296－5892

対象：現在受給者証をお持ちで
引き続き治療が必要な 20 歳未
満の方の保護者　期間：６月
12 日（金）～７月 31 日（金）

（土・日曜日、祝日は除く）　必
要書類：申請書、医療意見書、
受診者の加入する公的医療保険
の被保険者の町・県民税課税（非
課税）証明書など　※受給者証
記載の住所地を管轄する保健所
から申請に必要な書類が郵送さ
れます。（医療意見書は指定医
に依頼してください。）　申請
先・問合せ：坂戸保健所☎ 283
－7815

対象：子育てに興味・関心のある方　日時：６月
18 日（木）　午前 11 時から　内容：おもちゃを作っ
て遊ぼう　講師：新幡 史子氏（はとやま子育て
ネットワーク くるっくー）　費用：無料（事前申
込不要）　場所・問合せ：つどいの広場（ぽっぽ） 

（多世代活動交流センター１階） ☎ 296－7733
※７月 11 日（土）は、ぽっぽに「はーとん」が
来ます。詳細は７ページをご覧ください。

　公園デビューはちょっと苦手。でも「この子にお
友だちと私にママ友もほしいかな」というママに。
日時：６月 12 日（金）、７月９日（木）　午前 10 時
～正午　場所：ひばり子育て支援センター　参加費：
無料　※ママ用のカップとお子さんの飲み物をお持
ちください。託児は無料です。　問合せ：ひばり子
育て支援センター☎ 296－5694

内容：お散歩、折り紙制作、クッキング、伝承遊び、
ごっこ遊び、水遊びなど　時間：午前 10 時～ 11
時 30 分　【カンガルールーム】対象：０歳児（生
後３か月から）、１歳児　開催日：６月 10 日・17 日・
24 日・７月１日・８日（各水曜日）　【コアラルー
ム】対象：２歳児、３歳児　開催日：６月 16 日・
18 日・23 日・25 日・30 日・７月２日・７日・９
日（各火・木曜日）　場所・問合せ：ひばり子育
て支援センター☎ 296－5694

　外出するのはちょっと大変という方に、保育士・
看護士が適切なアドバイスをします。
受付期間：平日（月～金）　午前９時～午後５時　
問合せ：ひばり子育て支援センター☎ 296－5694

　入園前の幼児を対象に、親子で参加できる保育
体験を実施しています。
日時：６月 12 日（金） ・22 日（月） 午前 10 時～
11 時 30 分、７月６日（月） 午前９時 30 分～ 11
時 30 分　対象：平成 23 年４月２日～平成 24 年
４月１日生まれの幼児と保護者　費用：保険料
600 円（初回参加時にご用意ください。）　場所・
問合せ：町立鳩山幼稚園☎ 296－0592

つどいの広場（ぽっぽ） 
子育て教養講座

はとやま子育てネットワーク　くるっくー

ママのおしゃべりタイム 

６月中旬～７月上旬

ひばりキッズルーム

ひばり子育て相談（電話相談）

町立鳩山幼稚園保育体験

子育て支援情報

　町では、障がい者の社会参加の促進または障がい
に関する正しい知識の普及、障がい者への町民の理
解を深めるためのさまざまな活動を行う団体に対し、
事業経費の一部を補助します。補助を希望する場合は、
事業実施前に窓口までご相談ください。
対象団体 : 障がい福祉に関する活動を行うことを主た
る目的とする次の①、②のいずれにも該当する団体
①町内に活動の拠点を有すること
② 構成員数が５人以上で、町内に在住、在勤または

在学する者を主たる構成員としていること
補助対象事業：対象団体が企画して実施する障がい
者の社会参加の促進または障がいに関する正しい知
識の普及・理解を深めることを目的とする事業で、次
の①～④のいずれにも該当するもの（営利を目的とす
る等は対象外）。
① 同一事業について、町の財源による他の補助金等を

受けていないこと
②単年度で事業が完了すること
③町民を主たる対象とする事業であること
④ 事業を行う団体等の構成員のみを対象とするもので

ないこと
補助額：補助の対象となる事業に直接必要な経費（事
業実施に必要な講師代やポスター等の作成費及び印
刷費など）の合計額の２分の１以内（３万円を限度）
※ 補助金の交付回数は、１団体につき原則として一会

計年度に限り１回となります。
その他：補助金の交付を受けた事業の内容は、町ホー
ムページなどで公開されます。
問合せ：役場健康福祉課 障害者福祉担当☎ 296－
1241　FAX296－3390

障がい者の社会参加促進等の活動を行う
団体へ 事業経費の一部を補助します

～提案型障がい者ふれあいのまちづくり
事業補助金のお知らせ～

農業にチャレンジして
みませんか

鳩山町新規就農相談会

鳩山町商工会主催
行政書士無料相談会

※おしらせのページはこちらのページから始まります ※おしらせのページは左ページから始まります

不正大麻・けし撲滅運動推進中
　大麻や栽培してはいけない「けし」を発見した
ら坂戸保健所へご連絡ください。
植えてはいけない「けし」の特徴
①全体に白っぽく茎はほとんど無毛　②葉の切れ
込みは浅く、茎を抱くようについている　③全体に
丈が高く、１ｍ～ 1.5m になる　④色あざやかで美
しい大きな花を咲かせる
連絡先：県坂戸保健所☎ 283－7815
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